
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年12月28日

【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　西　惠正

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】 三木谷　正直

【電話番号】 03-6774-5100

【届出の対象とした募集内国投資信託

受益証券に係るファンドの名称】

たわらノーロード　国内債券

【届出の対象とした募集内国投資信託

受益証券の金額】

1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成29年1月12日付をもって提出した有価証券届出書（平成29年7月12日付で提出した有価証券届出書の

訂正届出書で訂正済。以下「原届出書」といいます。）について、平成29年12月30日より信託報酬率を

変更するため、また、当ファンドが投資対象とするマザーファンドの信託約款変更（つみたてＮＩＳＡ

対応にかかるデリバティブ等の使用目的の明確化）に伴い、記載事項の一部に変更が生じるため、あわ

せて関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

　　　　　の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】

２【投資方針】

（２）【投資対象】

＜訂正前＞

（略）

（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

（略）

主な投資制限

 

（略）

5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

（略）

 

＜訂正後＞

（略）

（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

（略）

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

（略）

5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、

金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす

る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用し

ません。

（略）
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４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

 

原届出書の「第二部 ファンド情報　第1 ファンドの状況　4　手数料等及び税金　(3)信託報酬等」に

つきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

平成29年12月29日まで　ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.162％（税抜0.15％）

平成29年12月30日以降　ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1512％（税抜0.14％）以内
＊

　　　　　　　　　　＊平成29年12月30日以降：年率0.1512％（税抜0.14％）

　　　　　　　　　　　配分は以下の通りです。

支払先
内訳（税抜）

主な役務
平成29年12月29日まで 平成29年12月30日以降

委託会社 年率0.065％ 年率0.06％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類

の作成、基準価額の算出等の対価

販売会社 年率0.065％ 年率0.06％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等

各種書類の送付、口座内でのファンド

の管理等の対価

受託会社 年率0.020％ 年率0.02％ 運用財産の保管・管理、委託会社から

の運用指図の実行等の対価

※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および

毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払

われます。

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

 

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

（略）

※上記は、平成29年4月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな

る場合があります。

（略）

 

＜訂正後＞

◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

（略）

※上記は、平成29年11月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

なる場合があります。

（略）
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第三部【委託会社等の情報】
第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

原届出書の「第三部 委託会社等の情報　第2　その他の関係法人の概況　1名称、資本金の額及び事業

の内容」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

(1)受託会社

a.名称

みずほ信託銀行株式会社

b.資本金の額

平成29年3月末日現在　　247,369百万円

c.事業の内容

日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。

 

(2)販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名　　称
資本金の額

(単位:百万円)
事 業 の 内 容

株式会社みずほ銀行 1,404,065 日本において銀行業務を営んでおります。

株式会社ジャパンネット銀行 37,250 日本において銀行業務を営んでおります。

スルガ銀行株式会社 30,043 日本において銀行業務を営んでおります。

株式会社広島銀行 54,573 日本において銀行業務を営んでおります。

労働金庫連合会 （※1）120,000
労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系

統中央機関です。

カブドットコム証券株式会社 7,196
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品

取引業を営んでおります。

株式会社ＳＢＩ証券 48,323
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品

取引業を営んでおります。

楽天証券株式会社 7,495
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品

取引業を営んでおります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品

取引業を営んでおります。

マネックス証券株式会社 12,200
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品

取引業を営んでおります。

松井証券株式会社 11,944
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品

取引業を営んでおります。

（注）資本金の額は平成29年3月末日現在

（注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。

（※1）出資の総額
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